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第１章 現状と課題 

 

1-1 公共交通を取り巻く現状 

（１）市民の利用交通手段 

市民の利用交通手段に関して、昭和半ばにおいては鉄道や路線バスといった公共交通

の利用者数が多く、そのサービス水準も高い状況にありました。しかしながら、モータ

リゼーションの進展に伴うクルマ社会の到来によって、近年では公共交通の利用者は激

減し、移動手段の中心は自家用車（マイカー）に変化しています。 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1）鉄道年間利用者数：市内 8 駅乗車人員の合計。 

注 2）民間路線バス年間利用者数：石見交通輸送人員数を運行圏域人口に占める本市の割合で按分した推計値。 

注 3）マイカー保有台数：自家用乗用車、軽自動車のみとし、営業用、貨物、特殊、二輪車両を除いた台数。 

注 4）マイカー年間利用回数：保有台数の 8 割が年間 250～330 日、1 日 2 回利用するとした試算値。 

モータリゼーションの進展→過度な車利用の増大 
人口減少・過疎化→総需要の減少、目的地の変
化 

少子化→学校統廃合による交通手段確保 

鉄道・バス利用者の減少→減便・路線廃止 
代替交通ニーズ→市主管交通の拡大、移動手段
の多様化 

高齢化社会への対応→生活交通確保 

タクシー 

《
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》 

現 
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民間路線バス 

年間利用者数 

324万人 

 

バイク・自転車・徒歩 

 

マイカー 
保有台数 2,900台 

年間利用回数 100～150万回 

マイカー 
保有台数 37,500台（H20） 

年間利用回数 

1,500～2,000万回 

鉄 道 
年間利用者数 
59万人(H21) 

 

民間路線バス 
年間利用者数 
63万人(H22) 

 

バイク・自転車・徒歩 

 

タクシー 

市主管交通の内訳 
・スクールバス：11 万人 

・市生活路線バス： 4万人 
・乗合タクシー：1 万人 
・福祉移送サービス 

・福祉タクシー券・バス券交付 

市主管交通 
年間利用者数 
16万人（H22） 

その他 

その他の内訳：福祉有償運送、介護タクシー、自治会等輸送活動、民間施設無償輸送

等 

鉄  道 
年間利用者数 

331万人 

 

タクシー 
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将来の状況は･･･ 

 人口減少が続く中、全体的な需要が減少するため公共交通を取り巻く状況は、さらに

厳しくなることが予想されます。一方で、高齢化の進行が進むことによる免許返納など

マイカーを利用できない市民の増加、学校統廃合による遠距離通学の必要性など、公共

交通の役割は、より重要なものとなります。 

 今後は、交通事業者だけの努力では、地域公共交通の維持は困難であり、地域や行政

が主体となる総合的な交通政策の下で、市民の生活を支える移動手段を提供する必要が

あります。 

 そのため、市主管交通と地域主体の移動サービスが増加することが予想され、あわせ

て公共交通を維持するために過度なマイカー利用を減少させる社会環境を構築する必

要があります。 

 

 

公共交通に関連する法律 

 公共交通に関連する法律として「道路運送法」が整備されています。道

路運送法は、昭和 30年代などでは、過当競争を防ぐ需給調整など、運行事

業者を管理する法律として定められてきました。平成 14年には、黒字路線

や赤字不採算路線などへの参入や撤退が自由化され、多くの赤字不採算路

線から路線バスが撤退するきっかけになりました。 

平成 18年には、自治体、NPO等による地域の移動手段を確保することを

進めるために、自家用自動車の乗合制度が法的に位置付けられました。（従

来は、特例としての取扱） 

また、法の目的に「サービスの円滑かつ確実な提供」が追加され、道路

運送法は事業者管理の法律から交通政策の法律に変わりました。 

 平成 19 年度には、「地域公共交通活性化・再生法」が施行されました。

この法律によって、自治体が中心となった法定協議会で「地域公共交通連

携計画」作成の動きが活発化し、全国各地で様々な取り組みが実施されま

した。 

 また、現在地域の移動手段確保のための基礎となる「交通基本法」の制

定に向けた動きが進んでおり、これからの公共交通に関連した法的環境が

大きく変わりつつあります。 
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(千人)
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注） H22年は住民基本台帳値で、 島根あさ ひ社会復帰促進センタ ー入所者を含まない。 ※Ｈ 27～37年は推計値
資料： 国勢調査

将来推計値

弥栄

旭

三隅

金城
全市

浜田

5%

15%

25%

35%

45%

55%

S35 S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 H32 H37

注） H22年は住民基本台帳値で、 島根あさ ひ社会復帰促進センタ ー入所者を含まない。 H27～37年は推計値

資料： 国勢調査

将来推計値

（２）社会環境の変化 

本市における公共交通に関連した社会環境をみると、人口の減少が進み交通需要そ

のものの減少が予想されます。 

  また、高齢化の進行により、クルマを利用できない高齢者が増加するとともに、高

齢ドライバーによる交通事故の増加が懸念されます。 

  加えて、少子化による各種学校の統廃合によって、自宅から遠い学校への通学が必

要になるなど、新しい交通課題への対応が必要となります。 

  一方で、島根県立大学や医療センターなど、多くの市民等の移動目的地へのアクセ

ス性の向上が課題となり、このような本市の核となる施設の利便性と魅力を向上させ

るための交通施策が重要となります。 

  さらに、市内中心部の商業施設を中心としたまちづくりのためには、これまでのク

ルマ中心から公共交通・自転車・徒歩などで回遊できる環境づくりの観点も重要とな

ります。 

 

人口の推移と将来推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢化率の推移と将来推計 
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小中学校児童生徒数と小中学校数の推移 
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市中心部での主な移動目的地 

 

 

 

 

浜田医療センター 

島根県立大学 

ゆめタウン浜田店 沖田病院 

一番街プリル 

シティパルク浜田 

（注）医療機関・商業施設 
市民アンケートにおいてよく利用する施設の上位 


